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主な修正項目

（１）国の防災基本計画の修正（Ｒ２．５）を踏まえた修正

（２）佐賀県防災航空センターの整備（Ｒ３．１）に伴う修正

（３）その他の修正



※国の防災基本計画の修正（Ｒ２．５）を受けての対応

１

●新型コロナウイルス感染症への対応に関する修正について

避難所における感染症対策で、台風シーズンを前に早急な対応が

必要であったため、前回開催の書面会議（令和２年８月１４日）で

県計画へ反映済み



●令和元年房総半島台風（台風第１５号）に係る検証を踏まえた修正①

・重要施設の非常用電源設置状況等のリスト化、電源車等の配備調整の円滑化
【風水害編、地震・津波編】

…大規模停電発生時に電源車の配備等、円滑な支援が受けられるよう、あらかじめ、要配
慮者に関わる社会福祉施設、病院等の人命に関わる重要施設が保有する施設の非常用
電源の設置状況、最大燃料備蓄量等を収集・整理し、リスト化を行うよう努めるよう条文を
追加 ［県］
また、大規模災害発生の恐れがある場合、所有する電源車、発電機等の配備状況等の
リスト化に努めるよう条文を追加 ［県、電気事業者］

（１）国の防災基本計画の修正（Ｒ２．５）を踏まえた修正①

２

・病院等重要施設の非常用電源確保の推進 【風水害編、地震・津波編】
…病院等の人命に関わる重要施設は、発災後も事業継続が可能となる非常用電源の確保
に努めるよう条文を追加 ［社会福祉施設・病院等管理者］



●令和元年房総半島台風（台風第１５号）に係る検証を踏まえた修正②

・通信障害の状況等の関係機関への迅速な共有 【風水害編、地震・津波編】
…被災した電気通信設備等の迅速に復旧するため、被害状況及び停電状況等の情報を収
集し、被害状況を関係機関に共有するとともに応急復旧に必要な要員・資機材を確保し、
速やかに応急復旧を行うよう条文を修正 ［電気通信事業者］

・物資調達・輸送調整等支援システムを活用した効率的な物資支援の推進
【風水害編、地震・津波編】

…物資調達・輸送調達等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登録し、
大規模災害発生の恐れがある場合には、当該システムを用いて備蓄の確認に努めるよう
条文を追加 ［県、市町］
また、当該システムを活用できる体制の整備を行うよう条文を追加 ［市町］

（１）国の防災基本計画の修正（Ｒ２．５）を踏まえた修正②

３

・事業者における停電、通信障害発生時の被害状況把握、被災者への情報提供の
体制整備 【風水害編、地震・津波編】
…停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制
や通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとともに、
通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備に努めるよう条文を追加

［電気事業者、電気通信事業者］



●令和元年東日本台風（台風第１９号）に係る検証を踏まえた修正

・豪雨時等の事業者によるテレワーク、時差出勤、計画的休業等の適切な外出抑制
の実施 【風水害編】
…豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動すること
のないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせ
るための適切な措置を講ずるように努めるよう条文を追加 ［企業］

（１）国の防災基本計画の修正（Ｒ２．５）を踏まえた修正③

４



（２）佐賀県防災航空センターの整備に伴う修正

●航空消防防災拠点、航空輸送施設に「県防災航空センター」を追加
【風水害編、地震・津波編、その他災害編】

…防災航空センターを航空消防防災拠点として、受援機能等の航空消防防災体制の強化
に努めるよう条文を修正 ［県］

●災害対策本部に県防災航空センターを「航空運用調整班」として追加
【風水害編、地震・津波編、その他災害編】

…県災害対策本部内に、航空機の運用を調整する「航空運用調整班」を設置し、国と連携
して必要な調整を行うよう条文を修正 ［県］
また、県体制図に追加 ［県］

●情報収集、救助、消火、輸送活動の手段に「県消防防災ヘリコプター」を追加
【風水害編、地震・津波編、その他災害編】

…災害情報の収集、傷病者の救急搬送、人員及び物資の輸送活動及び空中消火の手段
に、県消防防災ヘリコプターを加える条文に修正 ［県］

５



（３）その他の修正

●災害時交通マネジメント検討会に関する事項を追加 【風水害編、地震・津波編】
…被災による交通渋滞に対し、渋滞緩和や交通量抑制を図ることで復旧活動、経済活動
及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的として九州地方整備局が
組織する「災害時交通マネジメント検討会」の開催を、市町は県を通じて要請することが
できる条文を追加 ［国（九州地方整備局）、県、市町］

６

●災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の整備に伴う所要な修正
【風水害編、地震・津波編】

…「佐賀県災害福祉支援ネットワーク」を組織し、平時から組織の人材育成を図るとともに、
資質の維持向上を図るための継続的な研修等を行い、必要に応じて、避難所等へ「災害
派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）」を派遣し、福祉的支援を行うよう条文を追加。 ［県］

●玄海原子力発電所２号機の冷却告示に伴う所要な修正 【原子力災害編】
…ＰＡＺの範囲を示す条文から玄海原子力発電所２号機の記載を削除
また、玄海原子力発電所２号機に関するＵＰＺの範囲を１号機と同じおおむね５㎞の円内
に修正


